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日時：平成20年6月4日（水）11：10（目途）～12：00  
会場：厚生労働省 専用第18～20会議室（17階）  

中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会（第122回）  
議事次第  

平成20年6月4∈∃（水）   

於 厚生労働省  

専用第18～20会議室  

議 題  

○ 基本診療料（初診料・再診料）について   



中医協 診－1  

2 0， 6． 4  

初診料、再診料等の考え方   

（初診料、再診料、外来管理加算について）  

第1 初診料、再診料等に関する現行の診療報酬上の評価の概要  

初診料  270点  

再診料  診療所  71点  

病院  60点  

外来管理加算  52点  
外来診療料  70点  

等   

第2僻村こ含まれると考えられるもの  
1 診療にあたって、個別技術にて評価されないような基本的な診察や検  

査、処置等  

・ 視診、触診、問診等の基本的な診察方法  

・ 血圧測定、血圧比重測定、簡易循環機能検査等の簡単な検査  

■ 点眼、点耳、100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置等の簡  

単な処置  

等   

2 診療にあたって、基本的な医療の提供に必要な人的、物的コスト  

t 上記に必要な従事者のための人件糞  

・ カルテ、基本的な診察用具等の設備  

・保険医療機関の維持に係る光熱費  

・ 保険医療機関の施設整備費  

等   

が含まれると考えられる。   



初診料の評価の変遷  中医 院  診 －一一 2  

2 0． 6， 4  

平成10年  平成12年  平成14年  平成18年  平成20年  平成4年  平成6年  平成8年  

再診料t外来管理加算の評価の変遷  

再診時基本   
診療料  

外来管理   
加算  

甲表   乙表  甲乙続¶  
「 ′‾■■‾‾■■‾1 ／一  

！59点！  

「′‾′‾‾l l一  

！60点！  
再診時基本   

診療料  

外来管理   
加算  

200床以上「‾′‾′‾I  ∃特定機能  
重病院診魚斜  
「‾－‾‘‾l  

芦90点； J               ■   

昭和59年～  
1割負担  

平成9年～   
2割負担   3割負担  

一部の簡単とされた処置を包括  
したが診療所の点数は据え置き  
とした。病院については点数格  
差是正を進めるべきとの指摘を  
踏まえ3点量■点した。  
点耳、点t眼、川0平方センチメトル  
ル以内の皮膚村軟膏処義等について、  
基本診療科に含まれるものとして包括  
した「   

主
な
変
更
点
 
 

ヘモゲロヒ●ン  

Atc検査等  
について  

包括外と  
し、2点  

一部の検査・処置を  
包括し、11点増点   

尿検査、糞便検査、血液  
形態・機能検査、処置のう  
ち、病院機能に比べて簡単  
な項目について、基本診療  
別に含蓄れるものとして、  
外来診療料を新設した。  

一部の検査・処置を  
包括し、9点増点   

血液比重測定、末梢血液像  
及び骨髄像における特殊染  
色等について、基本診療料  
に含まれるものとLて包括  
した∩  

再診料につい  

て、特定概能病  
院とその他の病  
院での評価を設  
けた。  



中医協 診－ 3  

2 0． 6． 4   



無床診療所における診療報酬に占める初診料の割合  

0％  5％  10％  15％  20％  25％  

無床診療所における診療報酬に占める再診料の割合   

09も  5％  10％  15％  20％  25％  30q乙  

総数  

内科  

精神科又は神経科  

小児科  

外科  

整形外科  

反哺科  

泌尿器科  

産婦人科  

眼科  

耳九いんこう科  

その他  

有床診療所における診療報酬に占める再診料の割合   

0！右  59i  lOワi  15％  20％  2訊  30つ己   





中医l窺 診一 4  

2 0． 6． 4  

一般病床200床未満の病院と200床以上の病院の比較  

（一般病床1床以上の病院）  

（参考）  一般診療所  

施設数  97442   

医療機器（保有率）   
MRI   1．3％  

エックス線CT  4．5％   

（⊃   



中医協 診－ 5  

2 0． 6． 4  
（別添）   

1 初・再診料、タト来管理加算、入院基本料等の基本診療科については、水準   

を含め、その在り方について検討を行い、その結果を今後の診療報酬改定に   

反映させること。  

2 後期高齢者診療科等後期高齢者診療報酬体ゑの創設に伴い創設された診療   

報酬項巨＝二ついては、高齢者の心身の特性に応じた医療提供に資するものと   

なっているかという観点から、実施後の状況について検証を行うこと。  

3 平成20年度改定において「緊急課題」として診療報酬上の対策を請じた   

病院勤務医支援について、実際に病院勤務医の負担軽減につながったかどう   

か検証を行うこと。  

4 診療報酬体ゑの簡素・合理化について引き続き取り組むとともに、個マの   

診療報酬項目の名称について国民に分かりやすいものになるよう検討を行う   

こと。  

5 診療報酬における包括化や】丁化の進展等の状況変化を踏まえて、診療報   

酬の請求方法や、指導・監査等適切な事後チェックに資するための検討を行   

うこと。  

占 医療保険と介言隻保険のサービスが切れ目無〈提供されるよう、引き続き検   

討を行うこと。  

7 平成20年度診療報酬改定の実施後においては、特に以下の項巨＝二ついて   

調査・検証を行うこととすること。また、平成18年度診療報酬改定に伐る   

答申における指摘項目のうち、今回の診療報酬改定において木精置のものに   

ついても、引き続き調査・検証を行うこと。  

（1）明細書発行の一部義務化の実施状況  

（2）亜急性期入院医療管理料、回復期リノ、ヒリテーション病棟入院料の見直  

Lによる医療機能の分化・連軌二与えた影響  

（3）回復期リハビリテーション病棟入院料において導入された「質の評価」  

の看力果  

（4）歯科夕卜束診療環境体制加算の創設による効果  

8 処方せん様式の変更や、調剤基本料における後免医薬品調剤率要件等今回   

改定において請じられた後発医薬品の使用促進策について、改定後における   

処方・調剤の状況について検証を行うこと。  

・≠、   

国  
厚生労働大臣  

舛 添 要 一  殿  

平成20年2月13日  

中央社会保険医療協議会  

会 長 土 田 武 史  

答 申 書  

（平成20年席診療報酬改定及び当該診療報酬改定における個別の診療報酬点数  

の算定項目が分かる明細書の交付の一部義務化、処方せん様式の変更等につい  

て）   

平成20年1月18日付け厚生労働省発保第0118001号をもって諮問のあった  

件について、別紙1から別紙4までの改正案を答申する。   

また、平成20年2月13目付け厚生労働省発保第0213001号をもって諮問の  

あった件については、諮問のとおり改正することを了承する。   

なお、答申に当たっての本協萬会の意見は、別添のとおりである。  



中医院 診一 6  

2 0． 6． 4  【エー2（分かりやすい診療報酬体系等について）－①】  

病院における再診料の評価の見直し  

骨子【緊急課題－2－（り】  

第1 基本的な考え方  

病院と診療所との再診料の点数格差については、患者の視点に立てば、必   

ずしも病院及び診療所の機能分化及び連携を推進する効果が期待できないの   

ではないかとの指摘があることや、病院と診療所の格差是正を進めるべきと  

の指摘を踏まえ、再診料の病診格差の是正を行う。  

次期診療報酬改定における再診料の取扱いに関するこれまでの議論   

桓垂麺画   

王止上空成20年度琴療報謝改訂こ関する1号側（支払側）の意見」（平成19年12月14日）（紡削   

1．病院・診療所の役割分担と財源配分の見直し   

①基本診療料は、医療機閻の惚能に応じたものとすることが重要であり、見直していく必  

要がある。当面は、再診料について初診料と同様、病診間の格差是正をはかるほか、医  

師の指導により患者本人が行うことができる処置や軽微な処置等は基本診療料に含める  

べきである。（後略）   

（塾卿言（主なもの）   

ア 小児科・産科等の医師不足対策のためにも、再診料の引下げにより財源を捻出すべきで  

はないか。   

イ 勤務医と開業医の待遇の格差解消のためにも、再診料を引き下げ、勤務医の待遇改善  
等につなげるべきではないか。   

り 患者の視点や、前回改定時からの格差是正の流れを踏まえれば、再診料は、病院と診療  

所で同一とすべきではないか。   

！申虹、、卸て   

廊こ関する診療  

側の意見（平成19年12月14日）（抜粋）  

3．．適正な技術料評価の診療報酬体系の確立   

（1）医師の基本技術に対する適正評価  

初・再診料の引き上げ  

主星脚   

ア 医療技術を適正に評価することが求められる中で、再診料の引下げは、この基本的な流  

れにそぐわないのではないか。   

イ病院は入院、診療所は外来という役割分担の中で、診療所の再診料が高く設定されてきた   

経緯を踏まえなければならないのではないか。   

り地域医療を守る視点からは、むしろ、初再診料の引上げが必要ではないか。また、処置を   

包括化するなら、更に引き上げる必要があるのではないか。  

第2 具体的な内容  

再診料（病院の場合）の評価の見直し  

現行 57点 → 改定案 旦旦畠  

（診療所の場合については、引き続き71点）  

22   



中医協 診－1－3  

1 9． 11． 2  

2 重症の救急患者以外にも休日夜間の救急患者への医療を確保するため、  

昭和47年度から地域の医療関係者の協議による「在宅当番医制」が、  

昭和49年度から比較的軽症な救急患者の診療を受け持つ休日夜間専門  

の診療所である「休日夜間急患センター」の整備が開始された。  

3 現在、在宅当番医制が654地区で運用されており、休日夜間急患セ  

ンターは511カ所に設置されている（参考資料2頁）。  

第3 診療報酬上の評価  

勤務医の負担軽減策について②  
－初再診等の外来医療について一   

第1 外来医療（救急）における現状  

1救急車による全搬送人員の数は近年大幅に増加しており、そのうち軽   
症者が約半数を占めている（参考資料1頁図表1）。一方、救急医療機   

関（病院輪番制病院や共同利用型病院等）の施設数はおおむね横ばい状  

態である（参考資料2頁 図表2）。  

こうしたことから、救急医療機関では増え続けている重症者の診療を  

行いながら、併せて軽症者の診療も行っていることが分かる。  

2 急病による救急搬送は日中の診療が終了する18時にいったん増加し、  
その後漸減傾向となっている（参考資料2頁図表3）。  

3 18～20時において、開業している診療所数の割合が多い地域は、  

第二次一第三次救急医療機関における患者数の割合が少ないという結果  

であり、診療所が閉じた後に受診できなかった患者が救急医療機関の救  

急外来を利用している状況がうかがえる（参考資料3頁図表4，図表5）。  

4 18時以降に第二次■第三次救急医療機関を時間外受診した患者にア  

ンケート調査を実施した結果、休日夜間に近隣で開いている診療所があ   

ればそちらを受診すると回答した人が60％近くに上った（参考資料  

4頁図表6）。  

第2 開業医等の初期救急医療体制への協力  

1 医療計画においては、二次医療圏単位で医療関係者と救急搬送関係者  
等によって構成される「救急医療対策協議会」を設置し、地域の救急医   

療体制の評価、住民に対する救急医療に関する適切な情報提供、医療機  

関と消防機関との連携の推進、救急搬送の充実などを図ることとしてい  

る。  

1 診療所の評価  

AOOO初診料 270点  

AOOl再診料（診療所の場合） 71点  

各種加算※1  

初診   再診   

時間外加算※2   85点   65点   

休日加算   250点   190点   

深夜加算※3   480点   420点   

※1 時間外加算等は、保険医療機関が診療応需の体制を解いた後におい   

て、急患等やむを得ない事由により診療を求められた場合には再び診療を   

行う体制を準備しなければならないことを考慮して設けられたもの。  

※2 時間外の目安は、概ね午前8時前と午後6時以降（土曜日の場合は、   

午前8時前と正午以降）及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休   

診日とする保険医療機関の当該休診日である。   

証  



第4 課題  ※3 深夜加算は、いずれの季節においても午後10時から午前6時までの   

間に診療が開始された場合に算定できる。ただし夜間開業の保険医療機関   

等において、診療時間又は診療体制が午後10暗から午前6暗までの間と   

重複している時間帯には深夜加算を算定できない。  

1 ライフスタイルの変化等によって、第二次■第三次救急医横磯関の救  

急外来が本来の目的とは異なり軽症者の時間外外来として利用されてい  

る。  

勤務医の負担軽減の観点から、増え続けている時間外の軽症者受診を  

踏まえた診療所の開業時間のあり方を検討する等、第二次・第三次救急  

医療機関の勤務医以外の医師により軽症者を診療する体制を今後整えて  

し＼く必要がある。  

2 さらに、日中就労している慢性疾患を有する患者にとっては、18時  

以降も開業している診療所が増えることで定期的な受診が容易になる。  

このような患者の生活実態に応じた医療提供体制についても検討する  

必要があるのではないか。  

第5 論点  

2 小児救急の評価  

（1）初■再診料の小児科標楕医療機関の時間外加算等に係る特例   

小児科又は小児外科を標模する保険医療機関にあっては、6歳  

未満の乳幼児に対し、夜間、休日又は深夜が診療時間である保険   

医療機関において診療したものについて時間外加算等が算定でき   

る。  

（2）地域連携小児夜間・休日診療料  

BOOト2－2地域連携小児夜間・休日診療料  

1 地域連携小児夜間・休日診療料1  300点  

2 地域連携小児夜間・休日診療料2  450点   

1 第二次・第三次救急医療機関に勤務する医師の負担となっている時間   

外軽症者の受け入れを軽減するために、診療所における開業時間の夜間   

への延長など時間外診療に対する評価を重視してはどうか。   

併せて、診療所の初・再診料を見直し、診療所における一定の開業時   

間の確保を前提として、時間外診療の評価体系を見直してはどうか。  地域の保健医療機関の小児科医と当該保健医療機関の小児  

科医が連携して、6歳未満の乳幼児を夜間■休日に診療する体  

制を評価している。  2 医療機関の院外処方率が過半数を占めていることから、薬局について   

も、地域の救急医療体制や診療所の診療時間の延長に対応した調剤の体   

制を整えるため、時間外調剤の評価体系について見直しを検討してはど   

うか（参考資料4頁 図表7）。   

※ 地域連携小児夜間・休日診療料1と2の違いは輪番等で小児医療  

を担う体制と、365日24時間小児医療を担う体制との違いである。  



中医協 診－2－1  

1 9．11． 2  
中医協 診－1－1  

17．11． 9  

外来管理加算について  
（修正後）  

外来医療に係る評価体系について  

第1 現状  

1 外来管理加算は、一定の処置や検査等を必要としない患者に対して、  

懇切丁寧な説明や計画的な医学管理等といった医療行為を行うことを包  

括的に評価したものであり、一定の処置や検査等を実施せずに計画的な  

医学管理を行った場合に算定できることとされている。  

2 このため、点数が個別に評価されている処置を実施した場合よりも、  

それらを実施しないで外来管理加算を算定した場合の方が高い点数とな  

ることがあるとの指摘がある（参考資料1～3頁）。  

3 また、受診した患者にとって、目に見える処置などをするよりも、し  

ない方の自己負担額が高くなり、患者にとって分かりにくいとの指摘も  

ある。  

第2 診療報酬上の評価   

1現行の診療報酬上の評価の概要  

（1）現行点数（加算点数等詳細は別紙1）   

初診料  病院の場合  255点  
診療所の場合  274点   

再診料  病院の場合  58点  

診療所の場合  73点   

外来診療科（200床以上の病院） 72点  

＊ 同一医療機関において複数診療科を同一日に受診した場  

合は、初診料又は再診料等を1回のみ算定   

（2）診療報酬上の評価の変速（別紙2）  

昭和60年  再診料について病院と診療所に区分し点数を  

設定（甲表及び乙表）   

平成 4年  初診料について病院と診療所に区分し点数を  

設定（甲表及び乙表）   

平成 6年  甲表及び乙表の一本化   
平成10年  特定機能病院外来診療料を新設し、特定機能病  

院における再診を一部の検査等を含め包括的  
iに評価   

平成12年  特定機能病院外来診療料を廃止し、外来診療科  

を新設。対象医療機関を200床以上の病院に  
拡大し、再診について一部の検査等を含め包括  

的に評価   

平成14年  再診料等について、月当たりの受診回数に応じ  

た逓減制を設定   

平成15年  再診料等に関する逓減制を廃止   

1 現在の点数  52点  

（老人保健二病院 47点、診療所 57点）  

※ 慢性痺痛疾患管理並びに別に定める検査並びにリハビリテーション、精神科専門  

療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、計画的な医学管理を行った場合。  

2 経過  

昭和42年12月 内科加算新設  2点（再診料3点に加算）  

昭和45年 2月 内科再診料新設  5点（再診料4点）内科加算廃止  

平成 4年 4月 外来管理加算新設 42点（再診料43点）  

平成12年 4月 外来管理加算  52点（再診料74点）  

第3 論点   
（3）平成16年度診療報酬改定   

○初診の評価の充実  

初診時における診察や患者への説明の重要性を踏まえ、初診料   患者にとって分かりやすい診療報酬体系とするためにも、患者への懇切  

丁寧な説明や計画的な医学管理等に要する時間の目安を設けてはどうか。  

1  
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治療経過の観察や指導管理等、継続的な管理に重点が置かれる。   

こうした状況や上記「2」の現行の診療報酬上の評価に係る課  

題を踏まえ、以下のとおり外来医療の評価体系の見直しについて  

検討することとしてはどうか。   

ア 初診料の評価につい て   

初診料を適正に評価することを検討してはどうか。   

イ 初診後の診療の評価について   

再診料等の在り方について根本的に見直しを行うととともに、   

適正に評価することを検討してはどうか。  

の評価の見直しを行った。   

初診料  病院の場合  250点 → 255点  
診療所の場合  270点 → 274点   

○外来診療科の見直し   

外来診療の医療機関の機能分化と請求事務の簡素化の観点か   

ら、外来診療科の包括範囲を拡大した。   
外来診療科  68点 → 72点  

＊尿検査、糞便検査及び血液形態・機能検査について包括  

範囲を拡大  

2 現行の診療報酬上の評価に係る課題   

（2）病院及び診療所における外来医療の評価の格差について  「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」（平成  

15年3月28日閣議決定）において、「外来医療については、大病  

院における専門的な診療機能や紹介・逆紹介機能等を重視した評価  

を行うとともに、診療所及び中小病院等における初期診療、かかり  
つけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師の機能、訪問着護、  
在宅医療等のプライマリケア機能等を重視した見直しを進める」と  

されている。   

これを踏まえ、病院と診療所の機能分化・連携を進めていくこと  

が課題となっている。  

ア 初診料  

○ 大病院においては専門的な診療機能、診療所及び中小病院  
等においてはかかりつけ医等の機能及びプライマリケア機  

能と、各々の有する機能は異なるものの、初診として十分  
な診察が必要であるとともに、特に患者への説明が重要で  

あることなど、共通する点が多い。  

○ このような観点を踏まえ、大病院における初診と診療所及  
び中小病院における初診の評価の在り方について検討して  

はどうか。  

○ しかしながら、大病院における紹介なし患者の初診につい  

ては、特定療養費制度の対象とされているところであるが、  

患者からの特別の費用の徴収はあまり行われていない現状  

（別紙3）にある。大病院を紹介なしで受診することは患  

者の選択に係るものであり、診療に係る費用は患者が負担  

すべきであるという考え方もあることを踏まえ、その評価  

の在り方について根本的に見直すことを検討してはどうか。   

イ 再診料等   

再診料等についても、初診料の場合と同様の観点から、評価   

の在り方について検討してはどうか。  

3 論点  

（1）外来医療の評価体系の見直しについて   

初診においては、問診に始まり視診、触診等の全身にわたる診  

察が必要であり、あらゆる疾病の可能性を考慮しつつ、細JL、の注  

意を払い疾病の診断、治療方針の決定等を行うことが求められる。  

また、患者の不安を軽減し、医師と患者の信頼関係を構築する観  
点から、十分な説明が必要であり、時間を要するとともに、医師  
にかかる負担は大きい。   

一方、診断が確定し治療方針が決定した後の再診においては、  

10   



きたところである（別紙4）。  

q現在、病床規模別の医療機関の医療従事者数、外来患者数の   
占める割合等の実態は別紙5のとおりとなっているが、これ   

を踏まえ、医療機能の分化・連携を適切に推進する観点から、   

中小病院と大病院とを区分する病床規模の在り方について   

も検討することとしてはどうか。  

（3）同一医療機関における同一日の複数診療科受診に係る  

評価について  

○同一医療機関において、同一日に複数診療科を受診した場合   

は、初診料等を1回のみ算定することとされている。このよ   

うな取扱いについては、2つ目以降の診療科にあっては初診   

料等を算定できず、2つ目以降の診療科におけるコストが適   

切に評価されていないため、不合理ではないかとの指摘があ   

る。  
○ついては、同一医療機関における同一日の複数診療科受診に   

ついて、診療に要する費用、他医療機関の受診との整合性、   
効率的な医療提供、患者の便益等の観点を踏まえ、評価の在   

り方を検討することとしてはどうか。  

○具体的には、同一医療機関における同一日の複数診療科受診   

は、   

・高い専門性を有する複数の医師が有機的連携の下に各々  

の疾患について診察を行うものであり、質の高い医療が提  

供されていると考えられること   

・診療に要する費用についても、複数医師が診療を行うこ  

とから同一医師が診療を行う場合と比較して多大である  

と考えられること  

・患者の利便性の観点からも有益であると考えられること   

を踏まえっつ、評価の在り方について検討してはどうか。  

○その際は、仮に新たに評価することとした場合、安易に他科   
受診を勧奨することの可能性を必ずしも否定できないこと   

等にも留意することとしてはどうか。  

（5）神経内科疾患の患者に係る診療の評価について  

○医療技術評価分科会で取りまとめられた「内科系外来技術の   

難易度及び時間に係る調査」において、神経内科疾患の患者   

に係る診察は、筋力、腱反射等について神経学的検査を実施   

するなど他の内科系疾患の患者に係る診察と比較して時間   

を要することが明らかになっている（別紙6）。  

○ついては、特に初診においてその差が顕著であったことを踏   

まえつつ、神経内科を専ら担当する医師の初診の評価の在り   

方について検討することとしてはどうか。  

（4）大病院の病床規模について  

○これまで診療報酬においては、200床以上の病院を大病院   
とみなし、再診時は外来診療科を算定することや、初診時の   

紹介なし患者については特定療養費制度を適用することが   

可能であること、また特定疾患療養指導料については算定で   

きないことなど、200床未満の病院とは異なる評価をして  

①  
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中医協 診一1－2  

17，11． 9  

（別紙1）  

初再診の比較  

外来診療料  

58  
73   

35  乳幼児加算  
7D  （時間外加算等を算定する場合）  

初診  再診  

病院  
診療所   

乳幼児加算  

255  病院  
274  診療所   

72  乳幼児加算   
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時間外加算の特例  
′ト児科標梼医療機関の特例  
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深夜加算  
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乳幼児育児栄養指導加算  130  
診療所の紹介患者加算  50  

病院の紹介患者加算   
紹介患者加算1   

紹介患者加算2   

紹介患者加算3   

紹介患者加算4   

紹介患者加算5   

紹介患者加算6  

0
 
0
 
0
 
0
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0
 
0
 
0
 
5
 
5
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4
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外来管理加算  
継続管理加算  

1、  13  

（別紙2）  

平成16年現在  

「ご立山  

274点  

：－．：ご！ミニ」  
255点  

［豆壷壷］   

73点  

初診料・再診料の評価  

l 平成4年 ≡ 平成6年 平成1  昭和59年   昭和60年  苧  平成12年  －  

初診暗基本： 〉 －■－  ；＞  ＋ニ  
診療科  

甲表160点  
乙表135点  

甲表208点  
乙表205点  

270点 を  270点  
甲表180点  
乙表150点  

甲表198点  
乙表195点  

250点！   250点  

再診料  診療科  

甲表65点  
乙表38点  200床未満   

再診料  

58点   

トこ．軋りご＿＿i  
外来診療科   
72点  

（包括範囲   

拡大）  

外来診療科  

70点  
病院及び診療所  
について、それ  
ぞれ入院機能及  
び外来桂能を重  
点的に評価。初  
診料について診  

療所と病院での  
評価を設ける。  

特定機能病院  
外来診療料  

90点  

外来診療料について、  
200床以上の病院に  
おいて簡単な検査等を  
包括Lた点数を設ける。  

再診料について、病  
院と特定機能病院  
での評価を設ける。  

再診料について  
診療所と病院で  
の評価を設ける  

如ニコ［車重画直］  ！・・・1：l二こ∴ltl＿、l  
0平成 4年 総合病院において、複数科受診暗に初再診料を別に算定できる取扱いを廃止  
○平成 4年 操性疾患外来医学管理料及び慢性疾患指導料を廃止し、特定疾患療養指導料を新設  
0平成 8年 200床以上の病院の初診（他の医療樺閲からの紹介の場合等を除く）を特定療養費化  
0平成14年200床以上の病院の再診（他の医療樺関への紹介を行なっていない場合等を除く）を特定療養費化  
○平成14年再診料等について月内逓減制を設定、平成15年に廃止  
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 200床未満又は200床以上の病院を  

評価している診療報酬項目  

（
寸
安
置
）
 
 

（
C
麦
藁
）
 
 

【診療報酬項目】  

○外来診療料（200床以上の病院の再診）  

○特定疾患療養指導料（診療所又は200床未満の病院において算定）  

○生活習慣病指導管理料（診療所又は200床未満の病院において算   

定）  

○診療情報提供料（B）注2の加算（200床以上の病院から診療所への   

逆紹介を評価）  

○診療情報提供料（C）注2の加算（之00蘇以上の病院を退院する患者   

について、診療所又は精神障害者社会復帰施設等若しくは介護老人   
保健施設へ入所する際の情報提供を評価）  

○診療情報提供料（D）（地域医療支援病院又は特定機能病院から診療   

所又は200床未満の病院への紹介を評価）  

○処方料特定疾患処方管理加算（診療所又は200床未満の病院にお   

ける特定疾患患者への処方を評価）  

○処方せん料特定疾患処方管理加算（診療所又は200床未満の病院   

における特定疾患患者への処方を評価）   

【特定療養費】  

0200床以上の病院における紹介なし患者の初診   

0200床以上の病院における再診  
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内科系外来技術の難易度及び時間に係る調査  

確定販 概要  

平成‖年6月16日  

「内科系外来技術の艶易度及び時間に依る調査」  

調査実施委員会垂兵長 茅野 眞舅  

本調査の目的は、内保連が中心となって、診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会  

から依頼された‘－内科系外来技術の難易度及び時間に係る調査けを実施することセある。  

本調査により根拠のある時間区分と難易度指標を提示できれば、受給者・診療側の不満を  

改善する方式が透明に検討でき、また医事請求コストの削減につながることが期待される。   

調査実施は平成17年1月下旬であり、参加医師数560人の内訳は、主に．200床以上の大  

病院からの493人と診療所からの67人であった。診療所はパイロットケースとして扱った。  

参加医師の頓梼可能専門医資格に関しては、内科専門医が複数勤務する病院を中心に行な  

われ、また循諾器専門医、神経内科専門医、リハビリテーション料亭門医が他の専門医よ  

り相対的に多数調査に関わった。患者個票11，707枚（速報値集計は抽644枚、内訳は200  

床以上の大病院8，1Dl枚、リハビリ668枚、診療所1，875枚）であったぅ   

外来診泰医師技術料を規定する因子は、厚生労働科学研究医師技術評価では、診療時間  

と難易度とされている。難易度に関しては今回、診療報酬上の初診再診を更に、初診を紹  

介状有無、再診を診断未確定（初期）と確定（継続）に分けて、4区分とした∴難易度分布  

に差がある場合は、難易度別に検討した．   

集計の結果、診察合計時間に大きなばらつきがあることがわかった。診象合計時間を15  

分以下、16分以上30分以下、31分以上の3区分表示とし、難易度指標は上記初再診4区  

分としたクロス集計結果（図1）がそれを明瞭に示している。診套合計時間を考慮せず初再  

診の2区分しかない現在の報酬体系は不合理であり、医療技術の面からは再診を診断未確  

定（初期）と確定（継続）に分ける意義は明瞭である。大病院における診察時間の中央値  

は、紹介有初診で20分、診断確定（継続）再診で8分と短いが、本邦患者の通院回数は世  

界標準の2．2倍ゆえ、年間診療時間としては世界並と思われる。しかし、患者と対面する  

直接時間しか測定していないため、直接時間のみを基にコスト計算すると誤解を招く恐れ  

が有る。また、大病院において、大病院の専門機能を必要と判断される患者は半数以下で、  

診断確定再診患者が多かった。   

個別の作業仮説としては、「神経内科疾患患者は診泰時間が長い」、「再診における神経難  

病外来指導管理対象患者は時間を要する」という両仮説が明らかに支持されており（回2）、  

神経内科診察時間に対する早急な対処が必要である。  

紺 医師 看護師准看譲師悪霊薯務諾諾射悪霊検査   
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園1診辣報酬上の初診再診の別と診察合計時間（大病院）（n＝7，862）  
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図2 神経内科疾患患者の有無による診察合計時間（大病院紹介無初診）（n＝754）  
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